
利 子 補 給 ………

保証料補助 ………

　 ………

◇ご利用になれる中小企業者（中小企業基本法第２条による中小企業）

　＜中小企業事業資金＞※①②どちらかに該当すること

　①資本の額または出資の総額が３億円以下(卸売業は１億円以下、小売業･サ－ビス業は５千万円以下)

　②常時使用する従業員が３００人以下(卸売業･サ－ビス業は１００人以下、小売業は５０人以下)

国立支店 ☎574-1111 国分寺支店 ☎324-3750 　①資本の額または出資の総額が１千万円以下

東立川支店 ☎524-0611 立川支店 ☎536-0871 　②常時使用する従業員が５０人以下

北山支店 ☎573-4711 りそな銀行 国立支店 ☎572-8181 ◇個人事業者、農業を営む方、特定非営利活動法人、商店街を組織する団体もご利用いただけます。

三井住友銀行 国立支店 ☎572-3111 大東京信用組合 立川支店 ☎524-6681 ※その他、融資の要件があります。内側のページをご確認ください。

信用保証協会………東京信用保証協会 立川支店　☎５２５－６６２１

責任共有制度 ………

※お申込みから融資実行まで、おおよそ１ヶ月かかります。

　　　　　

　　　　　

令和７年度

　国立市では、市内中小企業者等の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよ
う、金融機関への融資あっせんを行っています。ご利用いただくことにより、利子および信用保証料
の一部を補助します。

東京都との

制度連携

　・対象業種……製造業等・卸売業・小売業・サ－ビス業・医療法人等で、東京信用保証協会の保証対
　　象業種であること。（ただし、医療法人は小口零細企業保証制度の要件を満たす場合のみが対象と
　　なります）

融資取扱金融機関

山梨中央銀行

☎523-3151
※東京みどり農業協同組合国立支店・富士見台支店
　経由で取り扱います。

申 込 み か ら ご 融 資 ま で の 流 れ

※国立市暴力団排除条例に基づき、当制度を利用してお申し込みのあった融資が暴力団の活動を助長お
　よび暴力団の運営に資することとなるものと認められたときは、融資の決定を認めない、または決定
　した融資の取り消しを行います。

※信用保証協会を使用しない場合、別途連帯保証人が必要となります。詳細は内側のページをご確認く
　ださい。

中小企業が金融機関から資金の融資を受けようとする場合、その事業者
の債務保証人となってその借入を容易にし、中小企業の育成を支援する
機関です。

これまで、信用保証協会の保証付融資については、信用保証協会が原則
として融資額の１００％を保証していましたが、平成１９年１０月か
ら、小口融資などの一部を除き、金融機関が融資額の２０％相当を負担
することになりました。また、国立市中小企業事業資金融資（開業資
金）については信用保証協会にて、責任共有制度の対象となるかどうか
が決定されます。

お申込み・ご相談は
　  国立市 生活環境部まちの振興課商工観光係（市役所地下61番窓口）まで

　　℡042-576-2111（内線347）

　　※訂正には印鑑が必要になりますので、申請の際お持ち下さい。

東京都信用農業
協同組合連合会 本店

国立市中小企業事業資金等

　＜緊急事業資金＞※①②どちらかに該当すること

融資あっせん制度のご案内

利用者の負担を軽減するため、市が利子の一部を補給します。
償還時、該当の利率（中面をご参照ください）が減額されます。
※令和５年３月３１日以前に実行された融資に関しては、償還時での
　減額ではなく、補給分を後日、一括してご指定の口座にお支払いし
　ます。対象となる方には別途申請書をお送りいたします。
※延滞・滞納、代位弁済、市外転出等があった場合には、補助対象外
　となります。

融資実行の際は、融資決定額から保証協会の定める料率による保証料が
差し引かれますが、原則としてこの保証料の２分の１を融資実行後に市
が補助します。対象者には融資実行後に申請書をお送りします。
※利用者が償還期間中に一括繰上償還を行った場合、残りの償還期間に
　応じて保証協会より返戻金が支払われますので、その際は、返戻金の
　２分の１（東京都との制度連携の場合は全額）を市へ返還していただ
　きます。返還がないときは、再度融資のあっせんは行いません。

令和４年度より東京都中小企業事業制度融資と連携したことに伴い、一
部の東京都の要件も満たす融資申込みは、東京都および国立市それぞれ
から信用保証料の補助を受けられるようになりました。詳細は市ホーム
ページに掲載されている条件表をご確認いただくか、国立市まちの振興
課までお問い合わせください。
※制度連携の対象は「国立市中小企業事業資金融資（小口零細）」およ
　び「国立市中小企業事業資金融資（開業資金）のみです。ただし「国
　立市中小企業事業資金融資（開業資金）」は、下記の責任共有制度対
　象となること等が制度連携要件のため、お申込み時に希望されていて
　も対象とならない場合があります。あらかじめご了承ください。

多摩信用金庫

当制度をご利用いただく方へ

申込み
市役所で受付
(書類審査)

金融機関
(各種調査)

東京信用保証協会

(保証の可否決定)

(市のあっせん決定後)

金融機関で
融資の実行



　　　条　件 利 子 融資期間及び 連帯保証人などご注意

　制　度 補 給 返 済 方 法 いただきたいこと

万円 ％ ％ (Ｂ)法人の代表者(連帯保証人)について (1)申込書・事業計画書

(2)個人の場合：市税の納税証明書、住民票

(3)法人の場合：法人の市税の納税証明書、履歴事項

(2)一定の職業を有し、独立の生計を営ん 　　　全部証明書、前期決算書の写し(※「別表1」、

　 でいる方 　　　「法人事業概況説明書」「損益計算書」）

運転資金 １.０ (3)年齢１８歳以上の方 (4)連帯保証人の住民票、市税の納税証明書

(4)この融資制度で他に保証していない方 (5)「設備資金」、「開業資金」の申込みには、
　 正式な見積書、仕様書、請書、カタログ等

※東京信用保証協会を利用しない場合 (6)その他市長が必要と認めるもの

　（事前に融資取扱金融機関とご相談く ※住民票はマイナンバーの記載がなく、世帯全員が

　ださい）は、経営者本人以外に連帯保 　記載されているものをご用意ください。

　証人が必要になります。この連帯保証 ※金融機関の審査で別途書類が必要になります。

　人は上記(１)、(２)、(４)に加えて年 ※課税証明書ではなく納税証明書が必要となります。

　齢１８歳以上、住民税の課税のある納

　税義務者であり、市内または近隣市 　　　　　　　①  市 民 税(法人は法人市民税）

７００ 　（同一市内に２年以上）に在住してい 　　　　　　　②  固 定 資 産 税・都 市 計 画 税

　ることが必要です。 　　　　　　　③  軽 自 動 車 税

　　　　　　　④  国 民 健 康 保 険 税

融資利率

の   ※法人市民税は課税課諸税担当のみ発行可能です。

３／４

１.８
１.０

設備資金

（小口零細）

運転資金及び １.９ １.０

設備資金 上記(ｲ)､(ﾛ)に同じ

（小口零細）

緊急事業資金

（小口零細）

２.１ １.０

※緊急事業資金、緊急事業資金（小口零細）に限り、その他の融資あっせん制度と重ねて利用ができます。

　※上記のうち、お支払い頂いている市税全ての納税
　　証明書が必要になります(口座振替の場合は納付か
　　ら証明書発行可能となるまで約2週間かかります)。

　※市税（法人市民税を除く）の納税証明書は、
　　課税課諸税担当（１Ｆ⑮窓口）、北市民プラザ、
　　国立駅前市民プラザにて発行しています。

(1)納期の経過した市区町村税を滞納
   していない方（延滞金等も含む）

法人の代表者(連帯保証人)について
(1)納期の経過した市税を滞納していな
　 い方（延滞金等も含む）
(2)一定の職業を有し、独立の生計を営
　 んでいる方
(3)年齢１８歳以上の方
(4)この融資制度で他に保証していない
　 方
※その他、中小企業事業資金と同じで
  す。

１.９ １.０

36ｶ月以内
(据置２ｶ月を含む）

割賦償還

48ｶ月以内
(据置２ｶ月を含む）

割賦償還

84ｶ月以内
(据置６ｶ月を含む）

割賦償還

84ｶ月以内
(据置６ｶ月を含む）

割賦償還

緊
急
事
業
資
金

・中小企業（法人・個人）※詳細(資本
  金等要件)は表紙をご確認ください
・農業（法人・個人）
・ＮＰＯ法人
  年齢１８歳以上（個人）で、市内に引き
　続き１年以上住所を有し（法人は登記上
　の本店所在地）、かつ、市内で同一事業
  を１年以上営んでおり、市税の納税義務
  者で滞納（延滞金等含む）していない方

  従業員の給与支払い、手形
決済など緊急に資金が必要と
なったとき

84ｶ月以内
(据置６ｶ月を含む）

割賦償還

３００

中
小
企
業
事
業
資
金

(

小
口
零
細

)

・中小企業（法人・個人）
(1)上記の融資の要件(Ａ)を満たしている
   こと
(2)常時使用する従業員数が20人以下、た
   だし卸・小売・サービス業を主たる事
   業とする事業者については５人以下で
   あること
(3)受けようとする融資を含め、全国の信
   用保証協会の保証付融資の合計残高が
   2,000万円以下であること(⇒利用例参照)

７００

上記(ｲ)に同じ

(1)申込書・事業計画書
(2)個人の場合：市税の納税証明書、住民票、直近年
　　　　　　　 の確定申告書の写し
(3)法人の場合：法人の市税の納税証明書、履歴事
　　　　　　　 　項全部証明書、前期決算書の写し※
※「別表1」「法人事業概況説明書」「損益計算書」
(4)連帯保証人の住民票、市税の納税証明書
(5)その他、市長が必要と認めたもの
※住民票はマイナンバーの記載がなく、世帯全員が
　記載されているものをご用意ください。

緊急事業資金

運転資金
（小口零細） １.９

60ｶ月以内(据置２ｶ
月を含む）割賦償還

上記(ﾛ)に同じ

  従業員の給与支払い、手形
決済など緊急に資金が必要と
なったとき

48ｶ月以内(据置２ｶ
月を含む）割賦償還

36ｶ月以内
(据置２ｶ月を含む）

割賦償還

(1)上記(1)～(5)に同じ
(2)規約、総会議事録、収支予算、決算書、
　 同意書等
(3)その他、市長が必要と認めたもの

２.１ １.５ 金融機関が指定する役員

誘導板、段差改良、自動ドア
等改造、設置に必要な資金

５００
◇東京信用保証協会の保証を得ること
  が必要です。
【連帯保証人】
　個人：不要
　法人：代表者個人
※連帯保証人は上記の要件(Ｂ)を満た
  していること

(1)上記(1)～(6)に同じ
※申込書の様式は異なりますのでご注意ください。
《緊急事業資金の申し込みには》
(2)個人の場合：直近年の確定申告書の写し

３００

120ｶ月以内
ただし1,500万円までは

72ｶ月以内
(据置12ヵ月を含む)

※近隣市……立川市・府中市・昭島市
　　　　　　調布市・小金井市・
　　　　　　小平市・日野市・国分寺市
　　　　　　東大和市・武蔵村山市１.０

７００

２００

街路灯、アーケード、駐車場
施設、道路舗装、アーチ設置
等の共同事業

5,000

１．９

※保証協会の保証を受ける場合でも、
　担保や追加の連帯保証人を求められ
  ることがあります。

１.０

24ｶ月以内
(据置２ｶ月を含む)

割賦償還

５００

設備資金

(ﾛ)市内の店舗、工場等の新
　 築ならびに増改築、機械
　 器具、および車両等購入
 ※既着工・設置済・支払済
 　の設備は不可

・中小企業（法人・個人）※詳細(資本
  金等要件)は表紙をご確認ください
・農業（法人・個人）
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定
　するＮＰＯ法人
(Ａ)年齢１８歳以上（個人）で、市内に引
　　き続き１年以上住所を有し（法人は登
    記上の本店所在地）、かつ市内で同一
　　事業を１年以上営んでおり（※１）、
　　市税の納税義務者で滞納（延滞金等も
　　含む）をしていない方(※2)
  （個人事業の運転資金で、市内在住１年
    以上の場合は保証協会の保証を受けた
    上で、東京都内の営業の本拠も可）
※1 売上実績が必要となります。申込時
　　に休業中の方は利用できません。
※2 市税の課税のない方や、分割で納税
　　されている方は利用できません。

(ｲ)商品、原材料の仕入資金
　 買掛（手形）金の決済、
　 諸経費の支払い等

 ※納税・借入金返済目的、
   借り換え、転貸資金は認
　 められません。（転貸資
 　金の例：個人申請での、
 　法人事業資金など）

２.０

２.１

令和７年度国立市中小企業事業資金･緊急事業資金 融資あっせん制度

融 資 の 要 件 資 金 の 使 い み ち 融資限度額 融資利率

60ｶ月以内
(据置２ｶ月を含む）

割賦償還

申 請 に 必 要 な 書 類

中
　
　
小
　
　
企
　
　
業
　
　
事
　
　
業
　
　
資
　
　
金

商 店 街
整備資金

  ｢中小企業団体の組織に関する法律｣等に
 より設立された団体ならびに任意に商店
 街を組織し、３年以上経過している団体

 設備資金に同じ
※設備資金及び開業資金との併用可。
　詳細については別途ご相談ください。

運転資金
及び

設備資金
上記(ｲ)､(ﾛ)に同じ ２.１

新規に事業を始めるにあたっ
て必要な資金
上記(ｲ)､(ﾛ)に同じ

障害者向け
店舗改造資金

開業資金

 年齢１８歳以上(個人)で、市内に住所を有
し(法人は登記上の本店所在地)、かつ、市
内でこれから事業を始めようとする(市内で
開業後１年未満も含む)、市税の納税義務者
で滞納(延滞金等も含む)していない方
※法人の場合は代表者の市税を確認します

１．９
（国立市から認定
特定創業支援事業
の証明を受けてい
る場合は1.7％）

※「設備資金」、および
「設備資金及び運転資金」
の設備資金分については、
見積額が融資限度額となり
ます。

【利用例】中小企業事業資金(小口零細)

(例１) 保証協会を初めて利用する方や、保証付融

資を既に完済されている方は

⇒ 融資限度額まで申込みが可能です。

(運転500万、設備、運転・設備700万円まで)
(例２) 保証付融資の利用残高が1,600万円の方は

⇒ 400万円までの融資申込みが可能です。

◇本制度は責任共有制度の対象除外となる小口零細企業保証制度に対応したものです◇

※「設備資金」、および
「設備資金及び運転資金」
の設備資金分については、
見積額が融資限度額となり
ます。

◇本制度は責任共有制度の対象除外となる小口零細企業保証制度に対応したものです◇

【市税とは】


